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商品名等
（電気用品名等）

イオン発生機能付き扇風機

１　当該商品等の概要

○ 用途、機能、性能
　扇風機にマイナスイオン発生器を組み込んだ製品である。
　発生させたマイナスイオンを扇風機で拡散させることが可能である。
　　
○構造、仕様、意匠
　マイナスイオン発生機能を付加した扇風機の取扱いについて
① イオン発生器単独のＯＮ／ＯＦＦスイッチを有しているが、「扇風機」が機能
（運転）しているときのみ、スイッチにより機能（運転）する事ができる。

② イオン発生器単独のＯＮ／ＯＦＦスイッチを有しておらず、常にイオン発生機
能と「扇風機」は同時に機能（運転）する。

③ イオン発生機能と「扇風機」は、各々が単独で機能する事ができ、かつ、同時
に機能することができる。

　
○ 主な使用者、販売先
一般家庭用

２　対象・非対象の解釈

　上記１①と②の場合は、特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の
「扇風機」として取り扱う。
　上記③の場合は、特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「扇風
機」とその他交流用電気機械器具の「医療用物質生成器」との複合品として取り扱
う。

（理由）
　イオン発生装置は、その他交流用電気機械器具の「医療用物質生成器」として取
り扱っている。
　「扇風機」と「医療用物質生成器」が、各々が単独で機能する事ができ、かつ、
同時に機能するものは、「扇風機」と「医療用物質生成器」との複合品として取り
扱う。その他の場合は、医療用物質生成器付きの「扇風機」として取り扱う。


